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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
三
号

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日
に
西
八
代
郡
下
部
町
、
南
巨
摩
郡
中
富
町
及
び
同
郡
身
延
町
を
廃
し
、
そ

の
区
域
を
も
っ
て
身
延
町
を
置
い
た
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡
の
区
域
の
人
口

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

西
八
代
郡
　
二
〇
、
四
九
三
人

南
巨
摩
郡
　
四
八
、
一
六
八
人

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
号

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日
に
西
八
代
郡
下
部
町
、
南
巨
摩
郡
中
富
町
及
び
同
郡
身
延
町
を
廃
し
、
そ

の
区
域
を
も
っ
て
身
延
町
を
置
い
た
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
身
延
町
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
八
、
〇
二
一
人

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
号

山
梨
県
内
の
各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
医
師
が
同
表
に
掲
げ
る
場
所

等
で
当
該
業
務
を
行
う
旨
承
諾
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

医
師
の
氏
名

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

石
原
　
俊
秀

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
五
百
八
十
四
番
地
一
　
い
し
は
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
道
路
の
路
線
名
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

整
理

新
旧

道
路
の

路
　
　
　
　
　
線
　
　
　
　
　
名

備
　
　
　
　
　
　
考

番
号

の
別

種
類

９

旧

県
道

割
子
中
富
線

７

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
号
　
　
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
九
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

九
月
十
三
日

第
千
五
百
九
号

月　曜　日



新

県
道

割
子
切
石
線

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
宮
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
山
梨
郡
春
日
居
町
大
字
小
松
字
下
河
原
一
一
六

旧

九
・
四
〜

一
九
・
〇

〇
番
の
一
地
先
か
ら

一
六
・
〇

東
山
梨
郡
春
日
居
町
大
字
小
松
字
西
田
一
一
一
二

番
の
二
地
先
ま
で

新

一
二
・
〇
〜

一
九
・
〇

一
八
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
宮
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
山
梨
郡
春
日
居
町
大
字
桑
戸
字
五
反
田
七
四
八

旧

一
〇
・
三
〜

一
四
〇
・
〇

番
の
四
地
先
か
ら

一
二
・
六

東
山
梨
郡
春
日
居
町
大
字
桑
戸
字
梅
木
田
五
五
一

番
の
一
地
先
ま
で

新

一
〇
・
三
〜

一
四
〇
・
〇

二
八
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
中
道
塩
山
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
八
代
郡
八
代
町
大
字
永
井
字
豊
気
一
三
五
四
番

旧

五
・
二
〜

一
八
五
・
〇

の
一
地
先
か
ら

一
三
・
八

東
八
代
郡
八
代
町
大
字
永
井
字
長
慶
寺
一
四
五
四

番
地
先
ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

一
八
五
・
〇

二
三
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
下
神
内
川
石
和
温
泉
停
車
場
線

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
号
　
　
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

五
九
二



区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
山
梨
郡
春
日
居
町
大
字
小
松
字
西
田
一
一
一
二

旧

九
・
四
〜

一
九
・
〇

番
の
二
地
先
か
ら

一
六
・
〇

東
山
梨
郡
春
日
居
町
大
字
小
松
字
下
河
原
一
一
六

〇
番
の
一
地
先
ま
で

新

一
二
・
〇
〜

一
九
・
〇

一
八
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
斐
大
和
停

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
初
鹿
野
字
沢

一
〇
〇
・
〇
平
成
十
六
年

車
場
線

屋
敷
一
七
一
四
番
の
五
地
先
か
ら

九
月
十
六
日

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
初
鹿
野
字
沢

屋
敷
一
六
八
四
番
の
四
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
明
野
地
区
一
本
松
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

明
野
村
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
明
野
地
区
厚
芝
第
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

明
野
村
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
明
野
地
区
厚
芝
第
三
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
号
　
　
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

五
九
三



平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

明
野
村
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
ま
で

公
　
　
　
告

'

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
者
を
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称

所
　
在
　
地

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

有
限
会
社
健
康
の
友

甲
府
市
宝
一
丁
目
四
番

甲
府
市
宝
一
丁
目
四
番
身
体
障
害
者
居
宅
介

社

三
三
号

三
三
号

護

特
定
非
営
利
活
動
法

東
八
代
郡
中
道
町
右
左

東
八
代
郡
中
道
町
右
左
身
体
障
害
者
居
宅
介

人
や
ま
な
し
お
も
ち

口
四
四
七
番
地

口
四
四
七
番
地

護

ゃ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

'

知
的
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
を
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称

所
　
在
　
地

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

株
式
会
社
や
さ
し
い

甲
府
市
朝
日
五
丁
目
四

富
士
吉
田
市
下
吉
田
二
知
的
障
害
者
居
宅
介

手
甲
府

番
一
六
号

〇
五
九
番
地

護

特
定
非
営
利
活
動
法

東
八
代
郡
中
道
町
右
左

東
八
代
郡
中
道
町
右
左
知
的
障
害
者
居
宅
介

人
や
ま
な
し
お
も
ち

口
四
四
七
番
地

口
四
四
七
番
地

護

ゃ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

社
会
福
祉
法
人
ホ
ー

甲
府
市
富
竹
一
丁
目
一

甲
府
市
貢
川
本
町
八
番
知
的
障
害
者
地
域
生

プ
会

二
番
一
一
号

三
二
号

活
援
助

'

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
を
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称

所
　
在
　
地

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

社
会
福
祉
法
人
い
ず

山
梨
市
東
後
屋
敷
六
三

山
梨
市
東
後
屋
敷
六
三
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

み
会

五
番
地
一

五
番
地
一

株
式
会
社
や
さ
し
い

甲
府
市
朝
日
五
丁
目
四

富
士
吉
田
市
下
吉
田
二
児
童
居
宅
介
護

手
甲
府

番
一
六
号

〇
五
九
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法

東
八
代
郡
中
道
町
右
左

東
八
代
郡
中
道
町
右
左
児
童
居
宅
介
護

人
や
ま
な
し
お
も
ち

口
四
四
七
番
地

口
四
四
七
番
地

ゃ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

特
定
非
営
利
活
動
法

都
留
市
上
谷
三
丁
目
一

都
留
市
上
谷
三
丁
目
一
児
童
居
宅
介
護

人
天
使
の
お
も
ち
ゃ

番
二
三
号

番
二
三
号

図
書
館
は
ば
た
き

特
定
非
営
利
活
動
法

都
留
市
上
谷
三
丁
目
一

都
留
市
上
谷
三
丁
目
一
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

人
天
使
の
お
も
ち
ゃ

番
二
三
号

番
二
三
号

図
書
館
は
ば
た
き

'
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
の
指
定

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
施
設
を
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
号
　
　
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

五
九
四



名
　
　
　
　
称

所
　
　
　
在
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

わ
〜
く
穴
山
の
里

韮
崎
市
穴
山
町
四
四
三
三
番
地
の
一

知
的
障
害
者
通
所
授
産
施
設

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
ナ
カ
ヤ
　
代
表
取
締
役
　
中

塩
山
市
上
於
曽
二
十
三
番
地

矢
恵
三

鶴
田
三
郎

東
八
代
郡
石
和
町
東
油
川
百
五
十
番
地

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ド
ラ
ッ
グ
ナ
カ
ヤ
井
戸
店

（二）

所
在
地
　
東
八
代
郡
石
和
町
井
戸
七
十
二
番
一

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
ナ
カ
ヤ
　
代
表
取
締
役
　
中

塩
山
市
上
於
曽
二
十
三
番
地

矢
恵
三

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
五
月
三
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
五
百
九
十
九
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
二
日

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
九
月
三
日
付
け
で
山
梨
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を

実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
作
業
種
類
　
一
級
水
準
測
量

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
六
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
府
市
、
甲
斐
市
、
東
八
代
郡
石
和
町
並
び
に
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
、
昭
和
町
及
び
田

富
町

'

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
付
け
で
大
月
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終

了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
土
地
区
画
整
理
）

二
　
作
業
開
始
日
　
平
成
十
四
年
九
月
二
日

三
　
作
業
終
了
日
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

四
　
作
業
地
域
　
大
月
市
　
Ｊ
Ｒ
大
月
駅
周
辺
地
域

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

山
梨
県
富
士
五
湖
水
上
安
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

山
梨
県
富
士
五
湖
水
上
安
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
富
士
五
湖
水
上
安
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
本
栖
湖
の
項
中
「
西
八
代
郡
下
部
町
」
を
「
南
巨
摩
郡
身
延
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
浮
標
の
部
保
安
区
域
浮
標
の
項
設
置
場
所
の
欄
中
「
下
部
町
」
を
「
身
延
町
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
号
　
　
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

五
九
五



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
号
　
　
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

五
九
六


